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策定の経緯と検討の主な視点 
 

1．経緯について 

 当初  改訂（中間見直し） 改正（今回） 
平成 16年 3月策定 平成 24年 10月策定 令和 4年策定予定 

目標年次：2024年（令和 6年） 
     （計画期間 20年） 
将来人口：191,000人（総合計画） 
将来都市構造 
将来的な市街地の範囲     

  既存市街地の有効利用 
  市街地の秩序ある土地利用 
将来的な都市の骨格 

  環境負荷の小さい鉄道網強化 
  バランスのとれた交通基盤 
整備 

  世界遺産・宇治川周辺をまち

のシンボルとして保存・継承 
  都市防災の充実    など 
拠点の配置 

  中枢拠点（中宇治） 
  広域拠点（六地蔵・大久保） 
  地区拠点（小倉・黄檗） 

目標年次：同左 
 
将来人口：182,000人（総合計画） 
将来都市構造 
 概ね当初計画と同じ 
（都市防災を踏まえた土地利用の 
あり方） 

  
主な変更点 
◆ 少子高齢化を見据えた対応 
   医療・福祉の充実 
◆ 都市防災の充実 
   防災の拠点の追加 
◆ 都市景観の充実 
   重要文化的景観・（仮）お茶と 

宇治のまち歴史公園の追加 

目標年次：2042年（令和 24年） 
     （計画期間 20年） 
将来人口：検討 
将来都市構造 
  人口減少社会への対応 
   持続的に発展するまち 
 
 
検討視点 
 将来人口 
 都市づくりの基本理念・姿勢 
 将来都市構造 

 土地利用 
 都市の骨格 
 拠点の役割   など 

 

 

2．上位計画及び関連計画との相関図 

等

【個別の都市計画等】

地域地区 地区計画

都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針(H28)
（都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

・第２期宇治市人口ビジョン

　宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略（R2）

次期総合計画

都市施設 区画整理事業

京都府総合計画(R1)
（京都夢実現プラン）
「山城地域振興計画」

京都府土地利用基本計画
(H30)

・宇治市産業戦略（H31）

・宇治市公共事業等総合管理計画(H29)

・宇治市地域防災計画(R1)　など

【関連市計画】

宇治市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

京都府の計画
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3．マスタープランとの連携が必要な関連計画  

①宇治市第 5 次総合計画第 3 期中間計画（平成 30 年策定）  参考資料 1 

 第 5 次総合計画に位置付けた基本構想の実現に向けた最終の中期計画とし

て、第 2 期までの取組における成果や課題を踏まえ、平成 30 年度から平成 33

年（令和 3 年）度までの 4 年間において、「選択と集中」により重点的に取り

組む施策を定めたもの。 

関連する重点的施策 

１． 安全・安心なまちづくりの推進 

・災害に強いまちづくり、地球温暖化防止対策 

・都市計画施設整備の推進 

３． 戦略的な産業の活性化の推進 

・人口減少・少子高齢化の進展の対応 

・持続的に発展するまち 

    ６．未来の宇治のまちの発展と人口減少社会を見据えた都市基盤整備 

      ・人口減少社会に対応した都市計画施設整備への転換 

     ・予防保全的な維持修繕等の推進 

 

②第 2 期宇治市人口ビジョン宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（令和 2年策定）                            参考資料 2              

 第 2 期宇治市人口ビジョン 

第 1期宇治市人口ビジョンの検討を基にしつつ、国の方針を踏まえた推計を行うととも

に、人口の維持と持続可能な発展に向けた「まち・ひと・しごと」を創出するための創生

総合戦略を策定する上での分析や本市の目標とする人口を定めるものです。 

 

 
 

目標人口 
（2060年） 
150,786人 

※合計特殊出生率 

 国の長期ビジョンに準拠

（2060年 1億人程度維持） 
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  第 2 期宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

人口ビジョンにおいて示した人口の変化による将来への影響、課題を踏まえた上で、 

人口減少に歯止めをかけ、持続的に発展するまちを目指した今後の目標、基本的な方向、 

具体的な施策を示しています。 

 

関連する基本目標 

３．まちの魅力を高める都市基盤の整備 

・仕事、観光など様々な目的で本市を訪れる滞在人口を増やし、人・物の交流や 

地域のコミュニティーの基盤強化により、まちの活性化を図る 

４．持続的に発展する地域経済の活力づくり 

・持続発展できる強い市内産業をつくり、多様な働く場の創出により定住人口の 

確保、市民の豊かな暮らしを実現 

 

③宇治市産業戦略 （平成 31 年策定）                   参考資料 3 

  宇治市の産業振興についての方針を示し、具体的な取組を進めることにより、市外から 

の需要や人の流れを呼び込むとともに、市内の経済循環を促進することにより市内経済を 

活性化させることを目的として策定します。 

 

目標：将来にわたって持続発展できる強い市内産業をつくり、多様な働く場を創出すること 

により、定住人口を確保し、市民の豊かな暮らしを実現する。 

課題：新設・拡張・移転とも市内に事業用地がないことから市外に移転 

関連する戦略の取り組みの方向性 

１．市内産業の進化・発展 

     ⇒事業のしやすい環境づくり 

     ・新たな工業用地の確保 

６．事業の担い手の確保 

 ⇒起業支援 

 ・新たな起業拠点の整備 

 ⇒事業の担い手の確保 

・企業誘致の検討及び誘致活動 
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④宇治市公共施設等総合管理計画 （平成 29 年策定）             参考資料 4 

  公共施設等の適正配置や計画的保全により持続可能な市民サービスを維持していくた 

め、公共施設等の現状と課題を整理し、更新 ・統廃合・長寿命化 などの基本的な方針を 

定めています。 

 

関連する取組方針 

方針③施設性能の保全 

   ・計画的な予防保全及び長寿命化により公共施設の耐久性を向上させる 

方針⑤公共施設総量の適正化 

   ・今後 30 年間（令和 28 年度まで）で 20％削減することを目標（将来人口見合い） 

＞＞都市計画道路網見直し（Ｈ24）により、必要性の低い路線（2030 年度適量） 

の 3割強を廃止 

 
 

⑤宇治市地域防災計画（令和元年）                    

  防災に関し、総合的・計画的な業務遂行を図ることを目的として、昭和３９年 6月、 

災害対策基本法の規定に基づき策定。災害の予防計画、応急対策計画、復旧計画など、 

必要な事項を定めている。 

  ＞＞地震・土砂災害・風水害ハザードマップ（くらしの便利帳）を全戸配布（Ｈ30） 
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⑥史跡「宇治古墳群」、名勝「宇治山」の指定 （平成 30 年） 

  一部、市街化区域に位置する歴史的景観の保全、継承のため史跡、名勝指定を行った。 

 

史跡「宇治古墳群」 

  
    今回指定する範囲 

    今後保護を必要とする範囲 

 

名勝「宇治山」 

 
名勝指定地域対象範囲 
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⑦立地適正化計画 

 
                       出典：国土交通省ＨＰ 

 

 
出典：国土交通省ＨＰ 

 ＞＞宇治市の地勢を踏まえた立地適正化計画のあり方 
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4．検討体制（案）  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

5．現マスタープランの点検（全体構想）について 

 

 

答申 

諮問 

意見 

聴取 

市 民 宇治市 

市 長 
 
設置   報告 
 
 
庁内検討会議 

 
 連携 
総合計画策定 
（Ｒ４） 

 

審議会 
 次期都市計画マスタープラン策定 
 
     設置    報告 
 

検討部会 
 専門事項の調査・審議 

全体構想 
 アンケート 
 パブリックコメント 
        など 
地域別構想 
 意見交換会 
 パブリックコメント 

  など 
 
※総合計画の意見聴取

と要調整 

都市計画審議会 

策定（Ｒ４） 

情報交換 

目標年次 2042年（令和 26年）
とし、現マスタープランの 
点検を行う 
 

今回 
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人口減少・少子高齢化の更なる進展 

 現計画：2042 年 17 万 2 千人 (2024 年 18 万 2 千人) 

 改 正：2042 年 13 万 8 千人 (2024 年 17 万 1 千人) 

   ※国立社会保障・人口問題研究所推計準拠  

目標年次 （２０年計画） 
２０４２年（令和２４年） 

策定のポイントを踏まえての次期総合計画との調整 

検討の主な視点（案） 
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基本姿勢については、継承 
 市民参画の手法については、検討  

■宇治市まちづくり・景観条例の策定（H20.4） 

 ・まちづくりへの市民参加 

   ８地区の「まちづくり協議会」の設置（H24 策定時は６地区） 

   提案型地区計画の取組中（１地区） 

 ・開発事業の調整 

   開発事業を行うにあたり、構想段階から地域への周知、説明 

 

■マスタープラン策定で得たまちづくりの知識・経験の活用 

 ・大久保駅周辺地区整備構想策定（H18.11） 

 ・宇治駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定（H19.3） 

 ・近鉄小倉駅周辺地区まちづくり（H30～） 

 
 
 

取組の継続 

検討の主な視点（案） 
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■マスタープランの実効性（策定のポイント） 

■体制の構築 

・宇治市まちづくり・景観条例の策定（H20.4） 

 ・都市計画課まちづくり支援係の強化 

   市民のまちづくり活動の支援 

■次期マスタープランの策定 
 ・人口減少・少子高齢化の進展 
 ・マスタープランの実効性            など 
 

検討の主な視点（案） 
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■人口減少社会においても、持続的に発展するまちを目指す 
 ・将来の市街地のあり方 
 ・将来の都市骨格のあり方 
 ・将来の拠点のあり方 
 

■取組み状況 
・宇治市景観計画（景観法） 
・宇治市風致地区条例（都市計画法） 
・重要文化的景観（文化財保護法） 
・宇治市歴史的風致維持向上計画（歴史まちづくり法） 

■持続的に発展するまち 
取組みの具体化が必要 

取組の継続 

検討の主な視点（案） 
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宇治市公共交通体系基本計画の策定中（R2策定予定） 
 持続可能な公共交通の構築 
・既存公共交通の利用促進 
・新たな移動手段の確保 
・まちづくりとの連携 
・技術革新や ICTの活用 

公共交通体系（R2年度策定予定）を踏まえ 
実現を目指す 

検討の主な視点（案） 

基本、取組みの継続が必要であるが、本市の地勢を踏まえた

様々な視点での検討が必要 
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資料 1、参考資料 2 

検討の主な視点（案） 
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検討の主な視点（案） 

■人口減少社会においても、持続的に発展するまちを目指す 
 ・将来の市街地のあり方 
 ・将来の都市骨格のあり方 
 ・将来の拠点のあり方 
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・ＪＲ奈良線高速化・複線化第 2期事業（Ｒ5春営業開始） 
・交通結接点機能（駅前広場等）の強化 

取組の継続 

・都市計画道路網の見直し 
  必要性の高い路線の存続（総延長の３割廃止） 
  引続き優先度を踏まえて整備を進める 

取組の継続 

史跡宇治古墳群、名勝宇治山の指定による景観の保全・活用 

土地利用方針との整合 

検討の主な視点（案） 
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緊急輸送道路の整備 
・新宇治淀線開通（都市計画道路）の開通（Ｈ28） 
重要物流道路等（代替・補完路）の指定（R2.4） 
 ・市道宇治白川線（市役所アクセス道路） 
 ・市道槇島町 70号線他（防災の拠点（医療・福祉施設等整備 
促進エリア）アクセス道路） 

防災拠点の整備 
・医療・福祉施設等整備促進エリアの整備（H27） 
・黄檗公園（体育館耐震化（Ｈ29）、野球場（応援部隊の駐留地） 
整備）（整備中） 

取組の継続及び充実 

検討の主な視点（案） 
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■人口減少社会にて、持続的に発展するまち 
 ・拠点の役割 
 ・都市機能の集約・役割分担 
■都市防災 
 ・近年の大規模災害の発生により、防災対策の必要性がさらに

向上 

検討が必要 

検討の主な視点（案） 




